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論壇
1

は
じ
め
に

相
続
税
の
基
礎
控
除
が
平
成

27
年
1
月
1
日
か
ら
従
来
の
6

割
に
引
き
下
げ
ら
れ
た
。
そ
の

一
方
、
贈
与
税
に
関
し
て
は
、

平
成
27
年
1
月
1
日
か
ら
20
歳

以
上
の
者
が
直
系
尊
属
か
ら
贈

与
を
受
け
た
場
合
に
は
、
税
率

が
優
遇
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら

に
、
平
成
27
年
度
税
制
改
正
の

大
綱
で
は
、
直
系
尊
属
か
ら
住

宅
取
得
等
資
金
の
贈
与
を
受
け

た
場
合
の
贈
与
税
の
非
課
税
措

置
の
限
度
額
が
引
き
上
げ
ら

れ
、
教
育
資
金
の
一
括
贈
与
の

非
課
税
制
度
も
3
年
3
か
月
、

期
限
が
延
長
さ
れ
る
。
ま
た
、

結
婚
・
子
育
て
資
金
の
一
括
贈

与
に
か
か
る
贈
与
税
の
非
課
税

措
置
が
創
設
さ
れ
る
こ
と
と
さ

れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
相
続
税
は
課
税

強
化
の
政
策
が
取
ら
れ
る
一

方
、
贈
与
税
に
は
軽
減
策
が

次
々
に
取
ら
れ
て
い
る
。
こ
の

状
況
を
ど
の
よ
う
に
考
え
れ
ば

よ
い
の
か
を
検
討
す
る
の
が
本

稿
の
目
的
で
あ
る
。

2

高
齢
社
会
の
実
態

ま
ず
、
相
続
税
の
前
提
と
な

る
人
口
及
び
死
亡
数
の
傾
向
を

見
て
み
る
。

⑴

人
口
構
造

日
本
の
人
口
は
、
直
近
で

は
、
2
0
1
3
年
10
月
1
日
現

在
、
1
億
2
7
3
0
万
人
で
あ

る
。
こ
の
う
ち
75
歳
以
上
の
者

は
1
5
6
0
万
人
で
全
体
の
12

・
3
％
で
あ
る
。
65
歳
以
上
に

至
っ
て
は
3
1
9
0
万
人
で
25

・
1
％
と
な
る
。さ
ら
に
、2
0

4
0
年
の
人
口
推
定
で
は
75
歳

以
上
の
者
は
2
2
2
3
万
人
で

全
体
の
21
％
で
、
65
歳
以
上
で

は
3
8
6
8
万
人
で
36
％
と
な

り
、
2
0
6
0
年
の
人
口
推
定

で
は
75
歳
以
上
の
者
は
2
3
3

6
万
人
で
全
体
の
27
％
で
、65

歳
以
上
で
は
3
4
6
4
万
人
で

40
％
と
な
る
予
測
が
あ
る
※
1

。

⑵

死
亡
数

死
亡
者
は
、
直
近
の
2
0
1

2
年
は
1
2
6
万
人
と
な
っ
て

い
る
。
こ
の
う
ち
75
歳
以
上
の

数
は
90
万
人
で
、
全
体
の
71
％

で
あ
る
。
さ
ら
に
、
2
0
4
0

年
の
死
亡
数
の
推
計
で
は
1
6

7
万
人
、
2
0
6
0
年
で
は
1

5
4
万
人
と
な
っ
て
い
る
※
2

。

3

相
続
税
の
あ
り
方

平
成
22
年
12
月
「
税
目
ご
と

の
論
点
の
深
堀
り
」
に
関
す
る

議
論
の
中
間
報
告
（
税
制
調
査

会
専
門
家
委
員
会
、以
下「
中
間

報
告
」
と
い
う
。）
で
は
、
相

続
税
の
課
税
根
拠
に
つ
い
て
、

以
下
の
3
点
を
挙
げ
て
い
る
。

①

担
税
力
に
応
じ
た
課
税

相
続
税
は
遺
産
の
取
得
と

い
う
無
償
の
財
産
取
得
に
担

税
力
を
見
出
し
て
課
税
す
る

も
の
で
、
所
得
の
稼
得
に
対

し
て
課
さ
れ
る
個
人
所
得
課

税
を
補
完
す
る
も
の
で
あ
る
。

②

格
差
是
正
・
富
の
再
分

配
機
能

相
続
税
は
、
一
般
に
、
格

差
是
正
・
富
の
再
分
配
を
図

る
と
い
う
役
割
も
果
た
し
て

い
る
。

③

生
前
の
受
益
と
負
担
の

清
算

被
相
続
人
は
社
会
保
障
や

各
種
公
的
サ
ー
ビ
ス
と
い
う

形
で
、
主
に
老
齢
期
に
お
い

て
社
会
か
ら
受
益
を
し
て
お

り
、
そ
れ
に
対
応
す
る
負
担

を
、
被
相
続
人
死
亡
時
に
相

続
課
税
に
よ
っ
て
清
算
す
る

と
の
考
え
方
も
存
在
す
る
。

こ
れ
ら
の
課
税
根
拠
は
、
そ

れ
ぞ
れ
に
独
立
し
た
も
の
で
は

な
く
、
相
互
に
関
連
し
あ
う
と

考
え
ら
れ
る
（
し
か
し
、
③
の

考
え
方
は
遺
産
課
税
的
な
発
想

で
あ
り
、
①
の
考
え
は
遺
産
取

得
税
的
な
発
想
で
あ
る
が
、
課

税
方
式
の
議
論
は
こ
こ
で
は
し

な
い
。）。
こ
れ
ら
の
課
税
根
拠

を
基
に
以
下
の
二
つ
の
論
点
に

つ
い
て
検
討
す
る
。

⑴

相
続
税
は
廃
止
す
べ
き

で
は
な
い
か
と
い
う
議
論

相
続
税
の
上
記
の
課
税
根

拠
、
特
に
格
差
是
正
・
富
の
再

分
配
機
能
を
考
え
る
と
廃
止
は

あ
り
え
な
い
選
択
肢
と
思
わ
れ

る
。
財
政
面
で
見
て
も
、
社
会

保
障
給
付
は
近
年
急
速
に
伸
び

て
お
り
、
核
家
族
化
の
進
展
な

ど
に
よ
り
、
老
後
扶
養
の
社
会

化
が
急
速
に
進
ん
で
い
る
。
そ

の
社
会
保
障
給
付
の
対
象
と
な

る
高
齢
者
の
数
は
増
加
す
る
の

は
先
程
述
べ
た
と
お
り
で
あ

る
。
高
齢
者
に
関
す
る
財
政
支

出
は
、
富
め
る
高
齢
者
の
財
産

に
負
担
を
求
め
る
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。

⑵

相
続
税
の
基
礎
控
除
は

も
っ
と
増
や
し
、
ご
く
限

ら
れ
た
資
産
家
か
ら
累
進

税
率
に
よ
り
課
税
す
べ
き

で
は
な
い
か
と
い
う
議
論

ま
ず
、
基
礎
控
除
の
点
で
あ

る
。
先
ほ
ど
見
た
よ
う
に
、
死

亡
者
が
増
加
し
て
い
る
現
状
を

勘
案
す
る
と
、
平
成
27
年
か
ら

の
相
続
税
の
基
礎
控
除
引
き
下

げ
に
よ
り
課
税
件
数
が
ど
れ
ほ

ど
増
加
す
る
か
を
見
定
め
る
必

要
が
あ
る
も
の
の
、
課
税
対
象

を
絞
り
込
む
必
要
は
な
い
も
の

と
考
え
る
。
数
千
万
円
の
財
産

を
取
得
し
て
い
る
者
ま
で
非
課

税
に
す
る
こ
と
は
な
い
も
の
と

考
え
る
。
な
お
、
相
続
税
の
基

礎
控
除
が
平
成
27
年
1
月
1
日

か
ら
従
来
の
6
割
に
引
き
下
げ

ら
れ
た
が
、
納
税
者
の
相
談
を

受
け
て
い
る
と
、
例
え
ば
、
毎

年
1
割
ず
つ
引
き
下
げ
る
な
ど

の
経
過
措
置
が
あ
っ
た
方
が
よ

か
っ
た
よ
う
に
感
じ
る
。
平
成

26
年
12
月
31
日
と
平
成
27
年
1

月
1
日
の
死
亡
日
の
違
い
に
よ

り
、
基
礎
控
除
が
何
千
万
円
も

差
が
あ
る
の
は
極
端
す
ぎ
る
。

次
に
税
率
の
点
で
あ
る
。
基

礎
控
除
の
引
下
げ
に
よ
り
新
た

に
課
税
対
象
に
な
っ
た
納
税
者

に
は
所
得
税
の
最
低
税
率
の
5

％
と
い
う
発
想
も
あ
っ
た
の
で

は
な
い
か
。
ま
た
最
高
税
率
に

つ
い
て
は
以
下
の
と
お
り
で
あ

る
。中

間
報
告
で
は
、
③
に
関
連

し
て
、「
個
人
の
生
涯
を
通
じ

た
負
担
面
を
み
る
と
、
個
人
所

得
課
税
に
つ
い
て
は
、
税
率
構

造
の
累
進
緩
和
や
人
的
控
除
の

引
上
げ
等
に
よ
り
そ
の
負
担
が

軽
減
さ
れ
て
き
て
い
る
。
特

に
、
比
較
的
高
額
の
所
得
を
得

て
い
る
者
が
退
職
ま
で
に
累
積

し
て
負
担
す
る
税
金
の
総
額

は
、
低
下
傾
向
に
あ
る
」
と
指

摘
す
る
。
確
か
に
過
去
に
は
、

株
式
の
譲
渡
益
課
税
が
非
課
税

の
時
代
が
長
か
っ
た
な
ど
、
高

額
な
所
得
を
得
て
い
る
者
に
優

遇
が
あ
っ
た
こ
と
は
否
定
で
き

な
い
が
、
現
在
で
は
株
式
の
譲

渡
所
得
や
配
当
所
得
に
も
最
低

で
も
10
％
又
は
20
％
の
所
得
税

・
住
民
税
の
フ
ィ
ル
タ
ー
は
通

っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
ま

た
、
中
間
報
告
の
①
の
点
で
あ

る
が
、
相
続
は
、
ま
さ
し
く
20

〜
30
年
に
一
回
の
偶
発
所
得
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
に
55

％
の
累
進
課
税
と
い
う
の
は
、

説
得
力
の
あ
る
も
の
で
は
な

い
。
一
時
所
得
と
い
う
整
理

（
昭
和
30
年
頃
の
所
得
税
の
通

達
で
は
、
相
続
は
一
時
所
得
で

は
あ
る
が
、
相
続
税
が
課
税
さ

れ
る
た
め
非
課
税
所
得
と
す
る

と
の
記
述
が
あ
る
。
※
3

）
で
あ

れ
ば
、
最
高
税
率
を
引
き
下
げ

て
も
い
い
の
で
は
な
い
か
。

中
間
報
告
で
紹
介
さ
れ
る

「
相
続
税
は
、
相
応
の
規
模
の

基
礎
控
除
を
有
し
、
課
税
対
象

と
な
る
層
が
限
ら
れ
て
い
る
こ

と
か
ら
、
累
進
的
な
性
格
を
有

す
る
税
で
あ
る
。
こ
の
点
を
踏

ま
え
れ
ば
、
過
度
に
累
進
的
な

税
率
構
造
と
す
る
こ
と
は
、
特

定
の
階
層
に
負
担
を
偏
在
さ
せ

る
こ
と
に
な
る
」
と
い
う
意
見

に
賛
同
し
た
い
。

し
た
が
っ
て
、
税
率
の
刻
み

は
、
住
民
税
は
考
慮
せ
ず
に
、

所
得
税
と
合
わ
せ
、
5
％
〜
45

％
と
す
る
の
も
検
討
に
値
す
る

の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。

4

贈
与
税
の
あ
り
方

贈
与
税
に
つ
い
て
は
、
制
度

創
設
以
来
、
贈
与
税
は
相
続
税

の
補
完
税
で
あ
る
こ
と
か
ら
、

そ
の
負
担
は
、
相
続
税
の
負
担

と
の
関
連
に
お
い
て
定
め
ら
れ

る
こ
と
が
適
当
で
あ
る
（
昭
和

32
年
12
月
「
相
続
税
制
度
改
正

に
関
す
る
税
制
特
別
調
査
会
答

申
」（
政
府
税
調
））
と
の
立
場

を
貫
い
て
き
た
と
言
え
る
。

し
か
し
、
平
成
15
年
度
税
制

改
正
に
よ
り
、
相
続
時
精
算
課

税
制
度
が
以
下
の
よ
う
な
説
明

の
も
と
に
創
設
さ
れ
た
。「
下

記
事
項
等
を
踏
ま
え
、
将
来
に

お
い
て
相
続
関
係
に
入
る
一
定

の
親
子
間
の
資
産
移
転
に
つ
い

て
、
生
前
に
お
け
る
贈
与
と
相

続
と
の
間
で
、
資
産
の
移
転
時

期
の
選
択
に
対
す
る
中
立
性
を

確
保
す
る
こ
と
に
よ
り
、
生
前

に
お
け
る
贈
与
に
よ
る
資
産
の

移
転
の
円
滑
化
に
資
す
る
こ
と

を
目
的
と
す
る
。
①
高
齢
化
の

進
展
に
伴
い
、
相
続
に
よ
る
次

世
代
へ
の
資
産
移
転
の
時
期
が

従
来
よ
り
も
大
幅
に
遅
れ
て
き

て
い
る
こ
と
、
②
高
齢
者
の
保

有
す
る
資
産
の
有
効
活
用
を
通

じ
た
経
済
社
会
の
活
性
化
に
も

資
す
る
と
い
っ
た
社
会
的
要
請
」

中
間
報
告
で
も
、
贈
与
税
の

見
直
し
の
方
向
性
と
し
て
、
若

年
世
代
へ
の
資
産
移
転
を
促
す

旨
述
べ
ら
れ
た
。「
生
活
に
余

裕
の
あ
る
高
齢
者
層
が
保
有
す

る
資
産
を
現
在
よ
り
早
い
時
期

に
次
世
代
に
移
転
さ
せ
、
そ
の

有
効
活
用
を
通
じ
て
経
済
社
会

の
活
性
化
を
図
る
べ
き
と
の
要

請
が
強
ま
っ
て
い
る
。
相
続
税

に
つ
い
て
、
課
税
ベ
ー
ス
拡
大

・
税
率
構
造
の
累
進
性
回
復
な

ど
の
見
直
し
を
図
れ
ば
、
死
亡

時
点
ま
で
資
産
を
保
有
す
る
こ

と
に
伴
う
税
負
担
が
高
ま
る
た

め
、
そ
の
こ
と
自
体
に
よ
っ
て

も
生
前
贈
与
を
促
す
効
果
が
あ

る
。
こ
の
よ
う
な
相
続
税
の
見

直
し
に
加
え
て
、
例
え
ば
贈
与

税
の
暦
年
課
税
や
相
続
時
精
算

課
税
制
度
に
つ
い
て
緩
和
策
を

講
じ
れ
ば
、
高
齢
者
の
保
有
資

産
の
若
年
世
代
へ
の
早
期
移
転

が
一
層
促
進
さ
れ
、
消
費
拡
大

や
経
済
活
性
化
に
つ
な
が
る
こ

と
と
な
ろ
う
。
そ
の
際
に
は
、

贈
与
税
は
相
続
税
の
補
完
税
で

あ
る
と
の
基
本
を
踏
ま
え
る
必

要
が
あ
る
と
同
時
に
、
贈
与
税

の
過
度
の
緩
和
は
若
年
層
に
お

け
る
世
代
内
格
差
の
拡
大
や
親

族
等
へ
の
資
産
名
義
の
分
散
に

伴
う
相
続
税
の
課
税
ベ
ー
ス
の

浸
食
と
い
っ
た
副
作
用
に
も
留

意
が
必
要
で
あ
る
。」

贈
与
税
は
、
相
続
税
の
回
避

を
防
止
す
る
と
い
う
意
味
で
、

相
続
税
を
補
完
す
る
役
割
を
果

た
し
て
い
る
と
い
わ
れ
る
た

め
、
こ
う
し
た
「
相
続
税
の
回

避
防
止
」
の
観
点
か
ら
は
相
続

税
に
比
べ
贈
与
税
の
税
率
構
造

等
を
厳
し
い
も
の
と
し
て
、
さ

ら
に
は
相
続
税
と
一
体
課
税
す

べ
き
と
の
議
論
も
考
え
ら
れ

る
。一

方
、
贈
与
税
の
見
直
し
を

通
じ
、
高
齢
者
層
が
保
有
す
る

資
産
を
よ
り
早
期
に
現
役
世
代

に
移
転
さ
せ
、
そ
の
有
効
活
用

を
通
じ
て
経
済
社
会
の
活
性
化

を
図
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と

の
観
点
か
ら
、
贈
与
税
を
緩
和

す
べ
き
で
あ
る
と
の
考
え
も
あ

り
、
現
在
の
政
策
は
こ
の
方
向

で
検
討
さ
れ
て
い
る
も
の
と
思

わ
れ
る
。

こ
の
二
つ
の
相
反
す
る
考
え

方
の
ど
ち
ら
に
重
き
を
置
く
か

に
よ
り
、
贈
与
税
の
軽
減
に
対

す
る
評
価
は
変
わ
っ
て
く
る
。

私
は
、
こ
の
二
つ
の
考
え
方
の

バ
ラ
ン
ス
が
大
事
で
あ
る
と
考

え
、
贈
与
税
の
基
礎
控
除
は
現

状
の
ま
ま
と
し
て
、
日
本
経
済

の
消
費
拡
大
に
寄
与
す
る
と
考

え
ら
れ
る
政
策
に
つ
い
て
、
贈

与
税
の
優
遇
措
置
を
拡
大
し
て

い
く
こ
と
が
必
要
と
考
え
る
。

最
後
に

3
⑵
で
も
触
れ
た
「
相
続
税

の
基
礎
控
除
は
も
っ
と
増
や

し
、
ご
く
限
ら
れ
た
資
産
家
か

ら
累
進
税
率
に
よ
り
課
税
す
べ

き
で
は
な
い
か
と
い
う
議
論
」

と
い
う
点
に
関
し
て
、
相
続
税

の
課
税
状
況
か
ら
次
の
こ
と
が

わ
か
る
。

平
成
23
年
分
の
国
税
庁
の
相

続
税
の
課
税
価
格
階
級
別
、
人

員
、
課
税
価
格
、
税
額
の
デ
ー

タ
が
あ
る
。5
1
5
5
9
人
の

被
相
続
人
（
申
告
さ
れ
た
も

の
）、10
兆
7
3
9
7
億
円
の
課

税
価
格
、
納
付
税
額
は
1
兆
2

5
1
9
億
円
で
あ
る
。
税
収
は

消
費
税
0
・
5
％
分
に
過
ぎ
な

い
。
こ
の
中
で
当
時
の
相
続
税

の
最
高
税
率
50
％
が
課
さ
れ
る

と
考
え
ら
れ
る
課
税
価
格
10
億

円
超
の
層
で
は
、
7
8
5
人
の

被
相
続
人
（
全
体
の
1
・
5

％
）、1
兆
4
7
6
8
億
円
の
課

税
価
格
（
全
体
の
14
％
）、納
付

税
額
は
4
1
1
0
億
円
（
全
体

の
33
％
）
で
あ
る
※
4

。

こ
の
層
に
2
割
増
し
の
税
負

担
を
求
め
て
も
、
8
0
0
億
円

程
度
の
増
収
に
過
ぎ
な
い
。
こ

の
層
に
60
％
の
最
高
税
率
を
課

し
て
税
収
を
増
や
す
よ
り
、
こ

の
層
の
方
々
に
日
本
に
居
住
し

て
、
消
費
を
大
い
に
し
て
も
ら

い
消
費
税
の
税
収
を
増
や
し
た

方
が
、
日
本
経
済
の
た
め
に
も

い
い
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る

次
第
で
あ
る
。

相
続
税
の
増
税
と

贈
与
税
の
軽
減
に
対
す
る
考
え
方

松岡章夫
【神田】

※
1

平
成
25
年
版
厚
生
労
働

白
書
ｐ
1
8
8

※
2

平
成
25
年
版
高
齢
社
会

白
書
ｐ
5

※
3

昭
和
33
年
7
月
1
日
現

在
所
得
税
関
係
通
達
1
5

0
「
相
続
、
遺
贈
又
は
贈

与
に
因
る
財
産
の
取
得
は

一
時
所
得
と
な
る
が
、
相

続
、
遺
贈
又
は
個
人
か
ら

の
贈
与
に
係
る
も
の
は
、

法
第
6
条
第
7
号
の
規
定

に
よ
り
課
税
さ
れ
な
い
か

ら
、
こ
れ
等
の
も
の
の
う

ち
一
時
所
得
と
し
て
所
得

税
を
課
せ
ら
れ
る
も
の

は
、
法
人
か
ら
の
贈
与
に

係
る
も
の
に
限
ら
れ
る
も

の
と
す
る
。」

※
4

平
成
23
年
度
版
国
税
庁

統
計
年
報
ｐ
2
4
5
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